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特集 「遺骨の処理 と葬送」 広東客家地域の墓地景観

〔論文)

●特集 「遺 骨の処理と葬送」

広東 客 家地 域 の 墓地 景 観
一一広州との比較より一一

河 合 洋 尚

1.は じめ に

中国では近年、火葬の徹 底化が促進されてい るだ けでな く、骨の収納 方

法も政策的に規制 され るようにな っている。中国では伝統 的に、土葬、天

葬、樹木葬、懸棺 葬な どさまぎまな葬儀がおこなわれて きたが、基本 的に

は民衆 の意図やしきた りに沿って死体や遺骨が処理 されて きた。 しかし、

近年では火葬 した遺骨 を指定の霊園、公共墓地、また はコインロッカー式

の納骨堂に収めさせる傾向が都市部を中心に強 まっている。 こうした遺骨

管理の政策的な規制は、中国で最 も経済発展の進む省の一つである広東省

では普遍的にみられる。広東省で は伝統的 に土葬が中心で あり、経済 的な

問題 さえ許せば、遺骨 は、沖縄の亀甲墓にも似た個人墓(一 族の祖先を共同で

埋葬した墓も含む)に 埋葬されて きた。しか し、近年の広東省では個人墓の建

設は抑制されてお り、時 として移転や破壊が進められている。

ただ し、同じ広東省 といっても、遺骨 と墓地の管理への規制は全 く同じで

あるわ けではない。た とえば、広東省 の省都である広州で は、1990年 代以降、

山地や農地の景観を乱す とい う理 由か ら、個人墓の破壊や移転が大規模に

おこなわれてきた。それ により、数世代前の祖先の遺骨です ら、霊園や公共

墓地 に移転 させられるという事態が発生 した。他方で、広東省東北部の山岳

地帯 にある梅州では、個人墓を新た につ くることこそ禁止され たものの、政

府が既存の それを撤去す る事態 にまでは進んでいない。梅州 では、仏教寺院

や開発業者が管理する公共墓地に遺骨 を埋葬す る傾向が現れているが、公
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共墓地や納骨堂に埋葬 されるのは比較 的最近に亡 くなった者の遺骨が中心

である。また、梅州 では遺骨管理や墓地管理に対する規制が広州に比べる と

緩いため、民衆 はさまざまな工夫を凝 らして、埋葬 をめぐる慣習的な観念や

しきた りを新たな墓地制度に投影 させ るこ とが可能になってい る。その結

果、梅州で は、遺骨の収納をめぐる多様な形態が出現するようになってい る。

本稿 は、そうした梅州における遺骨収納の多様性 とその背後 にはた らく

ポリティクス を、現地調査 に基づき報告するものである。梅州は、客家 と

呼ばれ る漢族のサ ブ ・エスニ ック集団が集住す る地 として知られてい る。

筆者 は、2004年11月 か ら2007年 度 に至 るまで梅 州にて中 ・短期のフィー

ル ドワークを繰 り返し、その後 、2008年3月 から2010年1月 まで現地 の研

究機関(嘉 応大学客家研究所)に 勤務 しながら長期 の参与観察をおこなった。

本稿 は、 この期間に収 集したデーターに基 づき、墓地景観 とい う切 り口か

ら整理を試み る。その うえで、広州の事例 と比較する ことで、墓地景観 の

形成 とポリティクスについて初歩的な考察をおこなうことにしたい。

2.梅 州の地域概況 客 家、客 家文 化および遺 骨の管理

本題に入る前に、梅州 と客家をめぐる概況を説明 してお く。

広東省は中 国の南部 に位置 してお り、図1に みるように、東は福建省 と、

北は江西省お よび湖南省 と、西は広西 チワン族 自治省 と隣接 してい る。そ

のうち省都で ある広州 は広東省の中部 に位置 してお り、梅州 は広州か ら東

北に約400km離 れた山岳部に位置 している。広東省は約99%が 漢族である

が、文化 ・言語な どの側面か ら広府人、客家人、潮汕人 という3つ の集団

に分 けられ、これ ら漢族のサブ ・エスニック集団は学界では 「民系」 また

は 「族群」 と呼ばれる。

図1を 見る と明らかであるように、広州が広府民系の地であるのに対 し、

梅州は客家民系の集住 地であ ると考え られてい る。客家 は、広東語ではな

く客家語 を話 す他、風水 、義塚や三山国王への信仰を重視す る特 異なエス

ニック集団である と考える学者 もいる[cf.高 木1991]。

梅州 は地理的には山岳部に位置 してお り、交通 の不便さなどの要 因から
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貧 困 な地 区 で あ り続 け た 。 改 革 ・開 放 政 策後 の 広 東経 済 を 調 査 し た エ ズ

ラ ・ヴ ォー ゲ ル に よ る と、1980年 代 の梅 州 は 広 東 省 で も 突 出 して貧 しい地

区の 一 つ で あ った[ヴ ォー ゲ ル1991:316-322]。 そ れ ゆ え 、 当 時 の 梅 州 は、

中 央 政 府 だ けで な く、 国 外(香 港 ・マカオを含 む)に 住 む親 戚 の援 助 を必 要 と

して い た 。 そ う した な か 、1980年 代 末 よ り梅 州 市 政府 が 重視 す る よ うに な

った のが 「客 家 」 とい う名 の ブ ラ ン ドで あ り、 客家 の 団 結 力 や 文 化 を 利用

して 海 外 の 客 家 華 僑 を 引 き 寄 せ 、 経 済 発 展 を 促 す 方 針 を 立 て た[彰

2009:5-6]。 今 で は 、 梅 州 の 政 府 や マ ス ・メ デ ィ ア は 梅 州 が 「世 界 客 都 」

(世界 にお ける客家の都)で あ る と宣 伝 し て お り、 客家 の 精神 と文 化 に溢 れ た地

域 で あ る こ とを強 調 して い る 。 さ ら に 、1980年 代 末 に 台 頭 しはLめ た 中 国

客 家 学 は 、 風 水 や 二 次 葬 や 義 塚 な ど、 遺 骨 の収 納 に 関 す る習 俗 を 、 客 家 文

化 と関 連 して 捉 え る よ うに な っ た[河 合2007]。

こ う した 梅 州 の 地 域 史 の な か で 、 政 府 が 表 立 っ て遺 骨管 理 に干 渉 す る よ

う に な った の は 、1949年 に 共産 党 政府 が 樹 立 し て か らの こ とで あ る。 た だ

し 、 北 京 で は1950年 代 か ら火 葬 を 奨 励 し土 葬 と 封建 迷 信 を撲 滅 す る キ ャン

ペ ー ン を推 し進 め て い た の に 対 し、 梅 州 で 火 葬 場 が設 置 さ れ た の は1970年

代 に 入 って か らの こ とで あ っ た[角 南2008:164]。 現 在 、梅 州 に は6つ の

火 葬 場 が あ り、2005年 に は梅 州 の 火葬 普 及 率 は91.2%に ま で達 した。 中 国

全 土 にお け る2005年 の 火 葬普 及 率 が53%で あ っ た と い うか ら、 梅 州 は火 葬

が 行 き 届 い た地 区 で あ る と言 う こ とが で きる[角 南2008:164]。

火 葬 の 普 及 と と もに 、 梅 州 で は公 共 墓 地 の 建 設 も進 め られ た。 た と え ば、

都 市 近 郊 で は 、1996年11月 に 南 溶 庄 公 共 墓 地 が 、2002年8月 に 仙 鶴 公 共

墓 地 が 開 業 し 、 そ れ ぞ れ 企 業 に よ っ て 管 理 さ れ て い る 。 ま た 、 日本 と同 様

左)図1

広東省 にお ける
民系分布図

右)写 真1

コイン ロ ッカー

式の納骨堂
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に仏教寺院が遺骨 を管理するようにもなってい る。千佛塔の ような大 規模

な仏教寺院では写真1に 見 るようなコイ ンロッカー式の納骨堂 もつ くられ、

墓碑のあ る墓 に埋葬す る費用 をまかな えない人々の骨を安価で置 くことが

で きる。 コインロッカ ーには死者の顔写真 や花束 が置かれることがあ り、

子孫は ここにやってきて死者を偲ぶことができる。

この ように、近年の梅 州で は、土葬から火葬へと移行 するとともに、公

共墓地や納骨堂への転換が図 られ るようになっている。 しか し、 こうした

急激な変化 は、埋 葬をめ ぐる旧来の観念 と衝突す るようにもなっており、

それによ り民衆は、遺骨や墓地をめぐる新 たな管理方 式の合間を縫 っ・て旧

来の埋葬観念 を持続 させようとしてい る。以下 では、そのい くつかのパ タ

ーンを見 るとしよう。

3.客 家民衆による墓地景観 のポリティクス

(1)古 い個人墓の修築

繰 り返 し論 じるよ うに、広東省では現在、写真2に 見る個人墓を新たに

建設す ることが禁 じられてい る。 しかし、政策的に禁 じ られ ているのは、

「新 たに建設 す る」ことであって、「修築す る」 ことではない。それゆえ、

近年、個人墓 を修築 し、遺骨を ここに納める傾向が現れている。

そのなかで注 目に値す るのは、使われな くなった個人墓を別 の宗族が発

見 し、彼 らの祖先の墓 として修築 ・利用する傾向である。た とえば、筆者

が参与観察 をお こなってきたZ氏 では、近年、『族譜』(家系図)に 書かれて

いる祖先の墓の描写を参考 にして、「失われた」祖先の墓を探 し求めてきた。

具体例を挙げると、Z氏 には第四世の墓がなかったが、『Z氏 族譜』 には、

第四世の墓は 「獅子 の首輪の鈴に似る」 という記載があった。そこで、Z

氏は、獅子の形状に似た山を探 し出 し、 その首に位置するさびれた墓 を第

四世のもの と断定。す ぐに第 四世 の墓 として修築 した。 この墓が果た して

本当 にZ氏 第四世のものかは定かではないが、この ような手段を通してZ

氏は新たな個人墓を手に入れ、遺骨 を新た に収納す ることが可能 になった。

梅州 には誰の者か分か らず捨て られた墓が少な くないが、以上のような手
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左)写 真2

梅州における個 人墓

右)写 真3

個人墓の修築 と利用

段 を通 して個 人墓 は再 生 産 され て い る 。

個 人 墓 に 骨 壷 を埋 め る 理 由 は 、 死 後 も子 孫 代 々 に 崇 拝 され る と考 えて の

こ とだ が 、 そ の他 に も い い 「風 水 」 を 享 受 で き る とい うメ リ ッ トが あ る。

筆 者 が 聞 い た 話 に よ る と、 個 人 墓 の 「風 水 」 をみ る際 に は 以 下 の3点 に注

意 しな け れ ぼ な ら な い[河 合2008]。

(A)写 真2に み る よ う な墓 の 形 態 そ の もの が 重 要 で あ る 。 ち ょ う ど椅 子

に座 る よ うな 形 を して お り、 そ こ か ら 景 色 を眺 め る こ とが で き る。 後 方 は

や や 高 く、前 方 に は 川 や 木 な ど眺 めの 良 い 景 色 が な け れ ば な らな い 。 良 い

景 色 を 眺 め て いれ ば祖 先 は 快 適 に感 じ 、 子 孫 に 繁 栄 を もた らす 。

(B)方 角 は羅 針 盤 を見 るが 、 よ り重 要 な の は前 方 に流 れ の 緩 い 川 が あ る

こ と で あ る。 ま た、 遺 骨(と りわけ頭蓋骨)は 、 前 方 の 眺 め の 良 い 景 色 が 見 ら

れ る よ うに、 前 方 を 向 いて い な けれ ば な らな い 。

(C)墓 碑 の寸 法 を測 ら ね ば な らな い 。 最 も 重 要 な の は 墓 碑 の横 幅 、次 は

墓 碑 の 高 さ 、 そ して 墓 碑 の 奥 行 きで あ る。 墓 碑 の 測 量 方 法 は 二 通 りあ る。

す な わ ち 、 墓 碑 の横 幅 と高 さ は 「合 生 老 」 の 手 法 を 使 い 、 奥行 きは8尺 か

9尺 な ど縁 起 の い い数 に合 わ せ る よ う に す る。

イ ン フ ォ ー マ ン トの 話 に よ る と、 「合 生 老 」 は 、 もは や高 齢 者 しか知 らな

い梅 州 の 慣 習 的 な 測 量 法 で あ る。た とえ ば 、第1尺 は 「生 」、第2尺 は 「老 」、

第3尺 は 「病 」、 第4尺 は 「死 」、 第5尺 は 「苦 」、第6尺 で 「生 」 に戻 る。

その うち 特 に 二 巡 目以 降 の 「生 」 と 「老 」 は特 に 良 く、 これ らを 合 わ せ た

寸 法 を 「合 生 老 」 とい う。 だ か ら、 「合 生 老 」 の測 量 方 法 を 使 う場 合 、6、

7、11、12、16、17尺 に合 わせ る と吉 祥 で あ る と考 え られ て い る。

こ う して 個 人 墓 は 、郊 外 の 山地 や 荒地 に あ る 場 合 は、宗 族 の慣 習 的 な観 念

を 通 し て 再 利 用 さ れ る こ と が あ る。 しか し、それ が 都 市 の なか に あ る場 合 は、
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空間利用の面でも景観整理の面で も撤去すべ き対象 とな りやすい。特 に、

他人から見れば墓 は不気味な存在に見 えるから、なおさらである。 しか し

なが ら、墓を管理する一族 にとって、墓は 自己に禍福を与えて くれ る重要

な存在であるから、容易 に移転させることはできない。 そこで、筆者 が話

を伺 ったY氏 の ように、墓 とその祭祀儀 礼を 「客家文化 高揚」の名 目でおこ

ない、それが人目を引 くべき景観であると逆にアピール している例 もある。

図2「 合生老」
写真4秋 祭 りの様子

都市部に位置するY氏 の墓は、約1000年 も前の宋代に建てられたと考え

られてお り、Y氏 は、 それ 自体を観光資源 としようと試 みてい る。 そして、

春祭 りと秋祭 りを客家文化の名目で開催し、写真4に みるように、獅子舞

でもって祖先祭祀 をお こなっている。また、Y氏 の主宰で学術シンポジウ

ムを開き、墓地 とその儀礼が客家文化の重要な資源であることを強調 する

ようになって いる。このように、21世 紀 に入 った後 も、梅州では、あらゆる

工夫を凝 らして個人墓を修築 ・保存 しようとする動きがまだ根強い。

(2)公 共墓地における隠された工夫

上述 のよ うに、近年 では梅州 で公共墓地が経営されるようにな り、個人

墓だ けで なく、公共墓地で も遺骨が埋葬され るようになってい る。公共 墓

地は一見 した ところ新たな墓地制度であるように見えるが、「風水」のよう

な埋葬 をめぐる慣習的な観念は公共墓地にも色濃 く反映されている。

たとえば、写真6の ような公共墓地のなかの墓を購入する際、高低 や周

囲の自然が考慮され ることがある。 °L的に周囲に木や水があ ると 「風水 」

が良い とみ なされ るので、 自然環境のいい墓地が売れやす くな る。 また、

埋葬者の生年月日を考慮 して方角が定 められることもある。それゆえ、写
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左)写 真5

現代梅州の公 共墓地

右)写 真6

公共墓地の墓 と墓碑

真6に 見 るよ うに、公共墓地のなかの墓は、必ず しも同じ方角 を向いてい

るとは限 らない。先述 した南楷 庄公共墓地や仙鶴公共墓地の多 くの墓はわ

ずか に異 なった方角を向いているが、それは風水を考慮 して建てているか

らであると聞 く。

もち ろん、梅州の民衆は全 く同じ基準か ら墓 の 「風水」をみることはな

く、他の基準からも墓の良 し悪 しが判断されることもある。 その判断方法

の一つが、先述 した 「合生老」である。公 共墓地において 「合生老 」は、

主に二つの側面で使われている。

その第一 は、墓の位置であ る。公共墓地 は、縦横 にだいたい同 じ形 の墓

が並んで いる。その うち、下か ら上に数えて 「合生老」 にあたる墓、およ

び右か ら左 に数えて 「合生老」にあたる墓 は縁起がいいと考えられている。

例を挙 げると、下から数えてll列 目、右から数えて7列 目の墓は、「合生老」

の基準からすると非常にいい墓だとい うことになる。

第二は、墓碑の数も 「合生老」であると理想 的だ とされ る。 た とえば、

墓碑 に 「顕祖考□仁廉志案李公之墓 」とい う文字を刻 むと、12文 字 である

から 「合生老」 とい うこ とになる。この ように墓碑の文字 を調整 すること

で、墓の風水を向上させる試み もなされている。

ただ し、公共墓地の墓は金 を出 して購入 しなければならないので、金銭

的に余裕のない者は、公共 墓地にて墓を買 うことができない。その場合は、

安価で購入できるコインロッカー式の納骨堂に遺骨を収め ることにな る。

(3)そ の 他 の 遺 骨 収納

以 上 に説 明 し た 遺 骨 の 収 納 方 法 は 、 墓 に 関 す る も の で あ る 。 だ が 、 梅 州

で フ ィー ル ド ワー クを して い る最 中 に 目 に つ い た の は 、 墓 で は な く、 遺 骨

..



を骨壷に入れ て安置するケースが少な くないこ とであ る。写真7は 、遺骨

を骨壷に入れ て、埋葬 した ものである。繰 り返 し述べ るよ うに、広東省で

は新たに個人墓を建造することは禁止されているが、現地では、「風水 」の

良い ところに埋葬 したいとす る観念が強い。 そこで、墓碑のある個人墓 そ

のものこそ建造 していないものの、個人墓の形状 に似せて後方の土を盛 り

上げた仮の個人墓 をつ くり、骨壷を収めている。

この骨壷 を埋 めたX氏 による と、「風水」の良い地点を選ぶだけでな く、

骨壷のなかの遺骨の置 き方 も重要であ る。具体的には、骨壷のなかの遺骨

は、脚を一番下 に置き、その うえに骨盤、肋骨、咽喉仏を積み上げてい く。

そして、一番上に頭蓋骨を置 き、頭蓋骨は前方の景色が見えるように置 く。

すなわち、人体 を模 して骨を積み上げる とともに、死者が前方の景色を見

て快適に過ごせるよう工夫す るのである。墓碑 こそない ものの、前述 した

個人墓の 「風水 」 と同 じ工夫を凝 ら して いるところに、慣習的な観念 とし

きた りが色濃 く残 っている側面を見ることができる。

ちなみ に、梅州において は、無縁仏の埋葬 も丁重にお こなわれている。

古 くは義塚 という、戦死者を祀る墓地があ り、現在の梅 州では少な くとも

2件 が確認されている。そのうち1件 は梅江区黄坑村にあ り(写 真8)、 もう

一つは同 じ梅 江区の書坑村にある。 また、写真5に みるように、公共墓地

において も義塚は設置 されている。伝説 のうえでは義塚は元朝な ど異 民族

の統 治に反旗を翻 した客家(漢 族)軍 人の墓だ と言われるが、開発 の途中で

見つけた人骨を集めて建造 した墓であ るとか、処刑者を まとめて葬った墓

であ るという説明 を聞 くこともあ る。義塚 は近年 、客家 の代表的な景 観で

あると表 象されている。た とえば、黄坑村の義塚 は、2008年 度 以降、「義

塚」の看板が掲げられただ けでな く、義塚 へ至 る道 も整備されて見学が容

左)写 真7

墓碑のな い個 人墓

右)写 真8

梅江区黄坑村 の義塚
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易 に な った 。

4.考 察一 広州との比較 にお いて

この ように、梅州では、火葬の制度化、公共墓地 の建設、納骨堂の設置

が促進され たが、他方で、個人墓にお ける祖先 祭祀への執着、「風水」の重

視 といった慣習的な観念が色濃 く残されている。近年 の梅州 では、 「世界客

都」 としての宣伝 を推 し進めるなかで、客家 らしい景観を残 しつつ開発を

進め る方針を打ち出しているが、そのなかで、景観 を乱 さないよ うに個人

墓の乱立 にも抑制 をか けてい る。すでに述べたように、 山地や郊外の個人

墓はまだ撤去 されずに残されてい るが、それ でも都市部に乱立する個人墓

は開発の途中で撤去されるこ ともある。それ に対 して、民衆側は、時 とし

て個人墓 とその祭祀をむしろ客家文化 として領 有する ことで、個人墓を守

ろうとしている。

梅州の事例か ら判 明したのは、政府 やマス ・メディアが宣伝する客家 ら

しい景観 とは別の角度から、すなわち親族や風水をめぐる旧来の観念か ら

別様 に景観を捉えてい ることであ る。それ ゆえ、新たな墓地制度の もとに

あっても、可能範囲内で旧来の観念やしきた りを連続 させ、時 として政策

的な景観像を逆利用 している。近年、景観 をめ ぐる人類学的理論は、こう

した政策的に生み出された景観像 に対する、民衆側の ポリティクス に着目

している[Bendered.1993;HirshandO'Hanloneds.1995;Stewart

andStratherneds,2003;河 合2009]。 墓地景観のポリテ ィクスに関 して

は、形こそ違えど広州にも存在 する。

冒頭で論 じた ように、広州 は梅州 と同じ広東省に位置してい るが、墓地

をめ ぐる政策的態度には違いがみられる。広州では、1990年 代半ばよ り生

態都 市の概念 を提起するようにな り、景観面でのコントロールが強化 され

た[李 ・周2005]。 広州 にて実施 した聞き取 り調査によると、政府が山地

や田畑における個人墓を強制撤去 しはじめたのも、およそ1990年 代半ば以

降である。広州 の南部に位置する番禺区S鎮 では、政府が民衆の祖先 の墓

を無理や り掘 り起 こし公共墓地に遺骨を収納したとい うので、民衆 は常 に

一101一



怒 りと不満 を口に していた。中国では、祖先の墓を荒 らす という行為 は、

その家族の風水を破壊 し、陥れるために使われてきた手法でもある。

筆者は2005年9月 から2008年2月 まで、番禺区S鎮 と都市部にて長期の

フィール ドワークをお こない、 その過程で墓や遺骨収納の方法についても

聞き取 り調査 をおこなった。筆者が見聞 した範囲内では、個人墓は一部 ま

だ撤去されず に残 され ていたが、いつ撤去 されてもおか しくない状況にあ

った。例を挙げると、都市部である蕩湾区にはまだ撤去されてない宗族の墓

が1つ あり、この宗族は、清明節や、春節の獅子舞儀礼(こ れを 「醒獅」という)

の ときには必ずこの墓 を参拝する。 しか し、 ここの社 区の約8割 は外地か

らの移民が住んで いるので、気味が悪い という理由から撤去を求めている。

筆者が観察 した限 り、広州人の絶対的多数は、遺骨を公共墓地、納骨堂、

霊園、あるいは道教 ・仏教施設に預 けていた。梅州に比べると広州の墓地

管理は徹 底 しているた め、写真7に 見る墓碑のない仮の個人墓は現段 階で

もまだ確 認で きていな い。また、無縁仏を義塚 に埋 める行為は、潮州や油

頭な ど潮 汕地域で は容易に確認す ることができるが、広州 ではまだ見た こ

とがない。だが、公共墓地に風水な どの観 念を投影 させ ようとす る点は、

内容こそ違うが広 州でも認められた。その詳細は以下の通 りである。

まず、広州の公共墓地で は、梅州 と同 じく、周囲に木や水があると風水

が良いとみな され る傾 向にあ る。また、死者 の生年月 日に合わせて墓地の

向きを考慮す るので、若干向いてい る方 角にズレがある。 この ことは、広

州の国営公共墓地であ る銀河霊園でも確認する ことが できる。そして、場

合に よっては、墓碑 の寸法も縁起のいい数に揃え られ ることが ある。た と

えば、比較 的裕福な家族 は、公共墓地 の墓 を複数買い取って1つ の大きな

墓をつ くり、墓碑 の横幅、高 さ、奥行 きを縁起のいい数字に合わせ ていた。

筆者が確認 した限 りでは、「合生老 」の手法 こそ見 られなかったが(た だし潮

汕地域ではすでに確認している)、8や9の 数字に合わせ たり、魯班尺を使った

りする手法は確認 できた。

以上の事例か ら、広州においても、政策的な意図 とは別様 の観念から、

墓地景観 が再構築 され ていることが明 らかである。また、広州では、限ら
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れた範囲内で個人墓が文化財 として保存

され、墓参 りの様子が伝統文化 として視

覚化されることもある。

写真9は 、広州の宗族による清明節の

墓参 りの様子 であ る。 この墓は、広州 の

ある生態公園のなかに文化財 として残 さ

れており、毎年、清明節になる と、宗族
写真9清 明節の墓参 りの様子

が集 団で墓参 りをする ことが許されて いる。ただ、 この墓参 りは、公園の

なか にあ るため対 外的に開放 され てお り、学者やマ ス ・メデ ィアが伝統文

化 として取材 し、 宣伝 することもある。梅州のY氏 が客家文化 を利用 して

個人墓への参拝を持続 させていたように、 ここで も伝統文化 としての言説

を確保 することで存続が可能になって いる。

5.お わ り に

以上 にみるよ うに、 同じ広東省に位置 していても、遺骨管理をめ ぐる政

策的態度の違いによ り、建造物 としての墓地のあり方には違いがみられる。

比較的規制の緩い梅州においては、さまざまな形態の墓(あ るいは遺骨収納所)

が存在 しており、 いわば遺骨管理の多元化 ともいうべき現象が認め られる。

それに対 して、広州で は、個人墓 はご く限られてお り、霊 園、公共墓 地、

納骨堂への移行が顕著に認められる。

しか し、他方で、梅州 と広州の双方の地 において、墓地景観 をめ ぐるポ

リティクスが存在 して いた。梅州 と広州の政府は各地の伝統文化を利用 し

た景観開発をおこなってお り、 その一環 として 「不気味な」墓地 は規制さ

れる傾向にあった。 しか し、墓地 は、外か ら見れば不気味であって も、一

族の者か ら見れば祖先 との系譜的 ・霊的なつなが りを確認できる重要な存

在である。だか ら、民衆側は 自分 たちの墓 を 「風水」などの慣 習的な観念

から捉えなお し、墓地景観をつ くり直すのであ る。 こうした墓地 景観の再

構築 は目には見え にくいが、民衆側に とっては こうしたわずか なズラしこ

そが重要な意味をもってい る。
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本稿 では、梅州 と広州の事例 を比較することで、墓地景観のポリテ ィク

スをめ ぐる視座を提示 した。 この視座を どのように発展させて い くか は、

今後の課題である。
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